
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件
二
件                                                                 

五
七
七 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件                                                                     

五
七
八 

○
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
認
証
し
た
件
三
件                                     

五
七
八 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所 

　在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
二
件                       

五
七
九 

　公

　告 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件                             

五
七
九 

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件                                                     

五
八
〇 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
六
百
七
十
三
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
六
年
十
二
月

二
十
日
か
ら
令
和
七
年
四
月
二
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
産

業
チ
ャ
レ
ン
ジ
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

サ
ン
デ
ー
い
わ
き
泉
店

　福
島
県
い
わ
き
市
泉
町
下
川
字
薬
師
前
七
十
九
番
地
一
ほ
か
四
十
筆 

二

　変
更
し
た
事
項 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
サ
ン
デ
ー 

代
表
取
締
役

　川
村

　暢
朗 

青
森
県
八
戸
市
根
城
六
丁
目
二
十
二
番
十
号 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
サ
ン
デ
ー 

代
表
取
締
役
社
長

　大
南

　淳
二 

青
森
県
八
戸
市
根
城
六
丁
目
二
十
二
番
十
号 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

令
和
六
年
五
月
十
七
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
六
年
十
二
月
十
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
エ
ス
テ
ー
ト
プ
ラ
ス
株
式
会
社 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
七
十
四
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
六
年
十
二
月

二
十
日
か
ら
令
和
七
年
四
月
二
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
産

業
チ
ャ
レ
ン
ジ
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

フ
レ
ス
ポ
い
わ
き
泉
町

　福
島
県
い
わ
き
市
下
川
字
薬
師
前
百
十
一
番
地
一
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル 

代
表
取
締
役

　真
船

　幸
夫 

福
島
県
郡
山
市
朝
日
二
丁
目
十
八
番
二
号 

株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
東
日
本
販
売 

代
表
取
締
役

　高
野

　昌
司 

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
中
央
二
丁
目
二
番
二
十
四
号 

株
式
会
社
お
お
つ
か 

代
表
取
締
役

　大
塚

　節
夫 

福
島
県
郡
山
市
喜
久
田
字
前
北
原
五
十
三
番
百
三
十
二
号 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル 

代
表
取
締
役

　大
髙

　耕
一
路 

福
島
県
郡
山
市
谷
島
町
五
番
四
十
二
号 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
東
日
本
販
売 

代
表
取
締
役

　多
田

　将
一 

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
中
央
二
丁
目
二
番
二
十
四
号 

株
式
会
社
上
州
屋 

代
表
取
締
役

　鈴
木

　健
一 

埼
玉
県
草
加
市
栄
町
一
丁
目
五
番
六
号 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

１

　株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル 

㈠

　住
所
の
変
更

　令
和
三
年
二
月
十
一
日 

㈡

　代
表
者
の
変
更

　令
和
六
年
三
月
一
日 

２

　株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ
東
日
本
販
売 

代
表
者
の
変
更

　令
和
五
年
四
月
一
日 

３

　株
式
会
社
上
州
屋 

小
売
業
を
行
う
者
の
変
更

　令
和
六
年
九
月
二
十
六
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
六
年
十
二
月
十
二
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

大
和
リ
ー
ス
株
式
会
社 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
七
十
五
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
六
年
十
二
月

二
十
日
か
ら
令
和
七
年
四
月
二
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
産

業
チ
ャ
レ
ン
ジ
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

フ
レ
ス
ポ
い
わ
き
泉
町

　福
島
県
い
わ
き
市
泉
町
下
川
字
薬
師
前
百
十
一
番
地
一
ほ
か 

二

　変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
上
州
屋 

開
店
時
刻

　午
前
九
時 

閉
店
時
刻

　午
後
十
一
時 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
上
州
屋 

二
十
四
時
間 

２

　来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で 

（
変
更
後
）
二
十
四
時
間 

三

　変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

令
和
六
年
十
二
月
十
三
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
六
年
十
二
月
十
二
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

大
和
リ
ー
ス
株
式
会
社 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
七
十
六
号 

　国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
若
松

市
の
地
域
内
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。 

　
　令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

会
津
若
松
市 

二

　成
果
の
名
称 

会
津
若
松
市
南
千
石
町
の
一
部
（
南
千
石
町
第
三
地
区
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
七
十
七
号 

　国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
湯
川
村
の

地
域
内
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。 

　
　令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

湯
川
村 

二

　成
果
の
名
称 

湯
川
村
大
字
笈
川
の
一
部
、
大
字
湊
の
一
部
（
松
川
地
区
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
七
十
八
号 

　国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
湯
川
村
の

地
域
内
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。 

　
　令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称 

湯
川
村 

二

　成
果
の
名
称 
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湯
川
村
大
字
湊
の
一
部
、
大
字
浜
崎
の
一
部
（
沼
ノ
上
地
区
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
七
十
九
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
金
山
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

井
草
敬
雄

　中
丸
平
吉

　菅
家
雪
子

　菅
家
フ
ミ
子

　酒
井
隆
浩

　渡
部
虎
雄

　栗
城
梅
吉

　五

十
嵐
平
馬

　小
社
菅
原
神
社

　雪
下
良
佐

　佐
藤
正
志

　黒
田
梅
喜

　五
十
嵐
ト
ク
ノ

　長
谷
川
重

治

　雪
下
万
平

　中
丸
シ
ン

　黒
田
一
郎

　中
丸
キ
ク
ヨ

　栗
城
民
吉

　黒
田
泰
吉

　雪
下
與
志
子

　黒
田
正
夫

　渡
部
一
雄

　長
谷
川
亨

　藤
田
勝
男

　栗
城
キ
ミ
エ

　富
田
毅

　長
谷
川
孝
伊

　渡

部
正

　長
谷
川
佐
内

　角
田
吉
治

　宮
崎
恵
晤

　黒
川
平
一

　長
谷
川
由
實

　黒
田
長
衛

　長
谷
川

由
一

　長
谷
川
祐
一

　宮
崎
寛

　雪
下
長
三
郎

　宮
﨑
貞
一

　黒
田
清
喜

　宮
崎
新
一

　中
丸
寅
吉

　菅
家
ヤ
エ
ノ 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
六
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
九
百
二
十
四
号
）
に
よ
る

こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
八
十
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
下
郷
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

佐
藤
長
男

　佐
藤
文
美

　室
井
章

　室
井
時
雄

　室
井
清
紀

　室
井
文
右
エ
門

　室
井
文
八

　室

井
德
次

　星
益
雄

　渡
部
初
善

　渡
部
藤
太
郎

　芳
賀
源
重

　芳
賀
キ
ウ

　芳
賀
一
止

　芳
賀
永
八

　芳
賀
小
三

　芳
賀
長
寿

　芳
賀
定
江

　芳
賀
藤
五
郎

　芳
賀
寅
八

　小
山
コ
ヨ
シ

　星
キ
セ

　星

ト
ク
ヨ

　星
忠
吉

　星
芳
昭

　要
サ
タ

　横
山
宇
吉

　横
山
喜
八

　横
山
正
義

　横
山
清
吾

　横
山

清
作

　横
山
豊
吉

　加
藤
銀
雙

　加
藤
寅
次
郎

　鈴
木
儀
四
郎

　鈴
木
幸
三
郎

　鈴
木
又
七

　鈴
木

學
造

　鹿
目
辰
吉

　鈴
木
秀
雄

　株
式
会
社
レ
ゾ
ナ
ッ
ク

　星
サ
ク

　要
正

　星
豊
次

　渡
部
藤
太

郎

　満
田
新
助

　五
十
嵐
昭
一

　室
井
正

　星
ユ
リ
子 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
六
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
九
百
二
十
五
号
）
に
よ
る

こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
二
百
二
十
八
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

土
地
改
良
区
の
名
称 

　広
戸
川
沿
岸
防
災
溜
池
土
地
改
良
区 

退
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　
　住
所 

理
事

　添
田

　勝
幸

　
　岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
上
松
本
字
荒
井
屋
敷
二
番
地 

同

　
　渡
辺

　新
一

　
　同

　郡
同

　村
大
字
牧
之
内
字
滝
田
東
二
六
番
地 

同

　
　木
村

　ま
ち
子

　同

　郡
同

　村
大
字
牧
之
内
字
郷
戸
一
六
番
地 

同

　
　伊
藤

　義
則

　
　同

　郡
同

　村
大
字
牧
之
内
字
児
渡
六
〇
番
地 

同

　
　猪
越

　喜
久
雄

　同

　郡
同

　村
大
字
下
松
本
字
要
谷
二
〇
番
地 

同

　
　蕪
木

　利
弘

　
　同

　郡
同

　村
大
字
白
子
字
西
ノ
内
九
番
地 

同

　
　村
越

　裕
一

　
　同

　郡
同

　村
大
字
白
子
字
中
屋
敷
一
一
番
地 

同

　
　矢
部

　善
治

　
　同

　郡
同

　村
大
字
白
子
字
太
多
郎
三
三
番
地 

同

　
　小
針

　正
美

　
　同

　郡
同

　村
大
字
飯
豊
字
宮
ノ
下
一
八
番
地 

同

　
　須
田

　吉
雄

　
　同

　郡
同

　村
大
字
高
林
字
日
向
二
〇
番
地 

同

　
　内
山

　義
一

　
　同

　郡
同

　村
大
字
沖
内
字
上
ノ
原
二
三
六
番
地
二 

同

　
　深
谷

　清
春

　
　須
賀
川
市
保
土
原
字
中
屋
敷
二
番
地
二 

同

　
　深
谷

　勘
一

　
　同

　
　市
保
土
原
字
上
屋
敷
一
二
番
地
一 

同

　
　圓
谷

　竹
嗣

　
　同

　
　市
保
土
原
字
南
屋
敷
五
八
番
地 

同

　
　角
田

　誠
一
郎

　西
白
河
郡
矢
吹
町
田
内
二
〇
一
番
地 

監
事

　常
松

　文
弥

　
　須
賀
川
市
保
土
原
字
北
屋
敷
三
四
番
地
一 

同

　
　緑
川

　文
夫

　
　岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
小
川
字
上
屋
敷
七
七
番
地 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

同

　
　佐
藤

　市
郎

　
　同

　郡
同

　村
大
字
大
里
字
沢
邸
三
二
番
地 

就
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　
　住
所 

理
事

　添
田

　勝
幸

　
　岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
上
松
本
字
荒
井
屋
敷
二
番
地 

同

　
　木
村

　英
義

　
　同

　郡
同

　村
大
字
牧
之
内
字
八
十
内
二
七
番
地 

同

　
　森

　忠
志      

同

　郡
同

　村
大
字
牧
之
内
字
郷
戸
二
〇
番
地 

同

　
　北
畠

　正      

同

　郡
同

　村
大
字
牧
之
内
字
児
渡
五
四
番
地 

同

　
　芳
賀

　進      

同

　郡
同

　村
大
字
下
松
本
字
横
内
五
番
地 

同

　
　蕪
木

　利
弘    
同

　郡
同

　村
大
字
白
子
字
西
ノ
内
九
番
地 

同

　
　兼
子

　浩
一

　
　同

　郡
同

　村
大
字
白
子
字
中
屋
敷
四
六
番
地 

同

　
　車
田

　広
和    

同

　郡
同

　村
大
字
白
子
字
谷
地
畑
四
七
番
地 

同

　
　森

　栄
助

　
　
　同

　郡
同

　村
大
字
飯
豊
字
宮
ノ
前
三
四
番
地 

同

　
　小
川

　正

　
　
　同

　郡
同

　村
大
字
高
林
字
東
一
三
番
地
一 

同

　
　石
井

　正
美    

同

　郡
同

　村
大
字
柿
之
内
字
四
本
橋
一
三
番
地 

同

　
　佐
藤

　浩
美

　
　須
賀
川
市
保
土
原
字
北
屋
敷
七
八
番
地 

同

　
　佐
藤

　政
良

　
　同

　
　市
保
土
原
字
北
屋
敷
四
四
番
地 

同

　
　橋
本

　忠
一

　
　同

　
　市
保
土
原
字
新
屋
敷
一
〇
番
地
一 

同

　
　小
磯

　茂
男

　
　西
白
河
郡
矢
吹
町
田
内
二
二
五
番
地 

監
事

　深
谷

　博

　
　
　須
賀
川
市
保
土
原
字
南
屋
敷
四
番
地 

同

　
　戸
川

　昌
二

　
　岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
小
川
字
丸
山
二
六
番
地 

同

　
　小
森

　美
明

　
　同

　郡
同

　村
大
字
大
里
字
沢
邸
二
四
番
地 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

                

                                       

公 告 第 ２ ２ ９ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 及 び 汚 泥 処 分
業 務 （ 夜 間 便 ２ 号 ・ セ メ ン ト 原 料 化 ） の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う
の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政
令 第 372号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県 流 域 下 水 道 事 業 の 会 計 に 関 す る 規 則 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 規 則
第 37 号 。 以 下 「 会 計 規 則 」 と い う 。 ） 第 217 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
    令 和 ６ 年 12 月 20 日  
                            福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長   高   坂   宏   哉  
１   入 札 に 付 す る 事 項  

⑴   調 達 を す る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量  
脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 及 び 汚 泥 処 分 業 務 （ 夜 間 便 ２ 号 ・ セ メ ン ト 原 料 化 ）  
予 定 数 量   2 , 4 0 0 ト ン  

⑵   調 達 を す る 特 定 役 務 の 仕 様 等  
入 札 説 明 書 、 脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 及 び 処 分 業 務 委 託 共 通 仕 様 書 （ 以 下 「 業 務 委 託 共

通 仕 様 書 」 と い う 。 ） 及 び 脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 及 び 汚 泥 処 分 業 務 委 託 （ 夜 間 便 ２ 号 ・
セ メ ン ト 原 料 化 ） 特 記 仕 様 書 （ 以 下 「 特 記 仕 様 書 」 と い う 。 ） に よ る 。  

⑶   履 行 期 間   令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 3 1 日 ま で  
⑷   履 行 場 所   県 北 浄 化 セ ン タ ー （ 福 島 県 伊 達 郡 国 見 町 大 字 徳 江 字 上 悪 戸 46番 地 の １ ）  

２   入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項  
⑴ 及 び ⑵ の 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 単 独 の 者 又 は ⑴ 及 び ⑶ の 条 件 を 全 て 満 足 し て い

る グ ル ー プ （ ２ 以 上 の 企 業 の 集 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 代 表 者 （ 入 札 に 係 る 権 限 を
他 の 構 成 員 全 て か ら 委 任 さ れ た 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参
加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。  
⑴   単 独 の 者 及 び グ ル ー プ の 構 成 員 に 共 通 す る 資 格 要 件  

ア   地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 各 号 の い ず れ に も
該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

イ   ３ に 掲 げ る 日 か ら 開 札 の 日 ま で の 間 に 福 島 県 、 国 又 は 他 の 地 方 公 共 団 体 に お け
る 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 要 綱 等 の 規 定 に 基 づ く 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 を 受 け て い
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な い 者 で あ る こ と 。  
ウ   会 社 更 生 法 （ 平 成 14年 法 律 第 154号 ） の 規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て

い る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 11年 法 律 第 225号 ）
の 規 定 に よ る 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い る 者 若 し く は 申 立 て が な さ れ て い る
者 に あ っ て は 、 当 該 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 後 に 、 こ の 入 札 に 参 加 す る こ と に 支
障 が な い と 認 め ら れ る 者 で あ る こ と 。  

エ   本 件 入 札 に 参 加 す る 単 独 の 者 及 び グ ル ー プ の 構 成 員 は 、 他 の グ ル ー プ の 構 成 員
と し て 本 件 入 札 に 参 加 し て い な い こ と 。 併 せ て 、 本 件 入 札 に 参 加 す る グ ル ー プ の
構 成 員 が 、 単 独 の 者 と し て 本 件 入 札 に 参 加 し て い な い こ と 。  

⑵   単 独 の 者 の 資 格 要 件  
ア   下 水 汚 泥 を セ メ ン ト 原 料 と し て 再 利 用 可 能 な 処 分 場 を 有 す る 者 で あ る こ と 。  
イ   ３ に 掲 げ る 日 ま で に 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 4 5 年 法 律 第 1 3 7

号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 14 条 第 １ 項 及 び 第 ６ 項 の 規 定 に よ り 、 産 業 廃 棄 物 収
集 運 搬 業 及 び 産 業 廃 棄 物 処 分 業 の 許 可 （ 汚 泥 に 係 る も の に 限 る 。 ） を 受 け て い る
者 で あ る こ と 。  

ウ   地 方 公 共 団 体 が 発 注 し 直 接 契 約 し た 業 務 委 託 に お い て 、 令 和 ２ 年 度 以 降 に 当 該
団 体 が 排 出 す る 下 水 汚 泥 の 収 集 運 搬 及 び 処 分 業 務 （ セ メ ン ト 原 料 化 に よ る 処 分 に
限 る 。 ） を 12 月 以 上 継 続 し た 履 行 実 績 （ 再 委 託 に よ る も の を 含 む 。 ） を 有 す る 者
で あ る こ と 。  

⑶   グ ル ー プ の 資 格 要 件  
ア   グ ル ー プ の 構 成 員 の 全 て が ⑴ に 定 め る 資 格 要 件 を 全 て 満 た し て い る こ と 。  
イ   グ ル ー プ と し て ⑵ に 定 め る 資 格 要 件 の 全 て を 満 た し て い る こ と 。 た だ し 、 ⑵ イ

に つ い て は 、 当 該 業 務 を 担 う 者 が そ れ ぞ れ 収 集 運 搬 業 務 又 は 処 分 業 務 に 係 る 許 可
を 受 け て い る こ と と し 、 ⑵ ウ に つ い て は 、 当 該 業 務 を 担 う 者 が そ れ ぞ れ 収 集 運 搬
業 務 又 は 処 分 業 務 の 履 行 実 績 を 有 す る こ と と す る 。  

ウ   収 集 運 搬 業 務 と 処 分 業 務 を 各 構 成 員 が 分 担 し 、 業 務 を 遂 行 す る 方 式 で あ る こ と 。  
エ   グ ル ー プ の 構 成 員 の う ち 処 分 業 務 を 担 う 者 は １ 者 で あ る こ と 。  
オ   連 帯 し て 業 務 を 行 う 旨 を 定 め た 協 定 を 締 結 し て い る こ と 。  

３   入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認  
入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 説 明 書 に お い て 示 す 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申

請 書 及 び 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 資 料 （ 以 下 「 申 請 書 等 」 と い う 。 ） を 、 令 和 ６ 年
12 月 27 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で に 次 の 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 （ グ ル ー プ
に あ っ て は 、 当 該 グ ル ー プ の 代 表 者 又 は そ の 代 理 人 ） に 必 要 な 資 格 の 確 認 を 受 け る こ
と 。 な お 、 郵 送 に よ り 確 認 を 受 け る 場 合 は 同 日 同 時 刻 ま で に 必 着 と す る 。  

郵 便 番 号 960 - 0102   福 島 県 福 島 市 鎌 田 字 一 本 松 43 番 地  
福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 総 務 課  
電 話 番 号 02 4 - 55 4 - 20 1 1  

４   契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 期 間  
３ に 掲 げ る 場 所 に お い て 、 令 和 ６ 年 12 月 20 日 （ 金 ） か ら 令 和 ７ 年 １ 月 10 日 （ 金 ） ま

で （ 土 曜 日 及 び 日 曜 日 並 び に 令 和 ６ 年 12 月 30 日 か ら 令 和 ７ 年 １ 月 ３ 日 ま で を 除 く 。 ）
の 午 前 ８ 時 30 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で と す る 。  

な お 、 契 約 条 項 を 示 す 書 類 は 、 福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 の ウ ェ ブ サ イ ト か
ら ダ ウ ン ロ ー ド し て 入 手 す る こ と が で き る 。  

５   入 札 説 明 書 等 の 配 付  
次 に よ り 、 入 札 説 明 書 、 業 務 委 託 共 通 仕 様 書 、 特 記 仕 様 書 及 び 申 請 書 等 を 配 付 す る 。  

⑴   配 付 期 間   ４ に 掲 げ る 期 間 に 同 じ 。  
⑵   配 付 場 所   ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。  

６   入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 等  
⑴   日 時   令 和 ７ 年 １ 月 14 日 （ 火 ） 午 前 10 時  
⑵   場 所   福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 大 会 議 室 （ 福 島 県 福 島 市 鎌 田 字 一 本 松 43

番 地 ）  
⑶   そ の 他   郵 便 に よ り 入 札 を す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 令 和 ７ 年

１ 月 10 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で に ３ に 掲 げ る 場 所 に 必 着 と す る 。  
７   入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  

⑴   入 札 保 証 金   入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 に 予 定 数 量 を 乗 じ て 得 た 額 （ 消
費 税 及 び 地 方 消 費 税 分 を 含 む 。 ） の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保 証 金 を 納 付 し な け れ
ば な ら な い 。 た だ し 、 会 計 規 則 第 186 条 第 １ 項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 の い ず れ か に 該 当 す
る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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⑵   契 約 保 証 金   落 札 者 は 、 契 約 金 額 に 予 定 数 量 を 乗 じ て 得 た 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額
の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 会 計 規 則 第 16 7条 第 １ 項 第 １ 号 、
第 ２ 号 、 第 ４ 号 及 び 第 1 6 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 契 約 保 証 金 の 全
部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  

８   入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項  
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 、 福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ
な け れ ば な ら な い 。  

９   入 札 の 無 効  
２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示

す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。  
10   入 札 方 法  

⑴   契 約 の 締 結 は 単 価 契 約 に よ り 行 う の で 、 入 札 に 当 た っ て は 、 単 位 重 量 当 た り の 収
集 運 搬 費 及 び 処 分 費 の 合 計 額 並 び に そ の 内 訳 金 額 を 記 載 す る こ と 。  

⑵   最 低 制 限 価 格 は 設 定 し な い 。  
11   入 札 書 に 記 載 す る 金 額  

落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 1 0 0 分 の 1 0 に 相 当 す
る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り
捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ
る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 110 分 の 100 に 相 当 す る
金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

12   落 札 者 の 決 定 方 法  
⑴   予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 、 単 位 重 量 当 た り の 収 集 運 搬 費 及 び 処 分 費 の 合 計 額 が

最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。  
⑵   落 札 と な る べ き 価 格 の 入 札 を し た 者 が ２ 者 以 上 あ る と き は 、 く じ に よ り 落 札 者 を

決 定 す る 。  
13   グ ル ー プ で の 契 約  

⑴   グ ル ー プ に よ り 入 札 に 参 加 し た 者 が 落 札 し た 場 合 に は 、 法 第 12 条 第 ５ 項 の 規 定 に
よ り 、 収 集 運 搬 及 び 処 分 業 務 を 分 担 す る 各 構 成 員 と 個 別 に 契 約 す る 。  

⑵   業 務 途 中 に お い て 、 グ ル ー プ の 代 表 者 変 更 は 、 こ れ を 認 め な い 。  
⑶   代 表 者 を 除 く 構 成 員 の う ち い ず れ か が 業 務 途 中 に お い て 、 履 行 不 能 と な っ た 場 合

に は 、 福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長 の 承 認 を 得 て 、 当 該 グ ル ー プ の 他 の 構 成
員 （ 以 下 「 残 存 構 成 員 」 と い う 。 ） が 当 該 履 行 不 能 と な っ た 構 成 員 の 業 務 を 履 行 し
な け れ ば な ら な い 。  

⑷   ⑶ の 場 合 に お い て 、 残 存 構 成 員 の み で は 適 正 な 業 務 の 履 行 確 保 が 困 難 な 場 合 は 、
代 表 者 は 、 残 存 構 成 員 全 員 及 び 福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長 の 承 諾 を 得 て 、
新 た な 構 成 員 を グ ル ー プ に 加 入 さ せ る こ と が で き る も の と す る 。  

⑸   代 表 者 が 、 業 務 途 中 に お い て 履 行 不 能 と な っ た 場 合 に は 、 福 島 県 県 北 流 域 下 水 道
建 設 事 務 所 長 は 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

14   そ の 他  
⑴   契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨   日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨  
⑵   契 約 書 作 成 の 要 否   要  
⑶   福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 か ら の 要 請 等   福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所

長 は 、 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 （ 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 設 置 要 綱 （ 平
成 ８ 年 福 島 県 告 示 第 3 2 0 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 委 員 会 を い う 。 ） か ら 契 約 停 止 の 要 請
を 受 け た 場 合 は 契 約 の 執 行 を 停 止 し 、 契 約 を 破 棄 す る 提 案 が 出 さ れ た 場 合 は 契 約 を
破 棄 す る こ と が で き る 。  

⑷   そ の 他   詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。  
15   S u m m a r y  

⑴   N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  s e r v i c e s  t o  b e  r e q u i r e d :  C o l l e c t i o n  a n d  
t r a n s p o r t a t i o n  o f  d e h y d r a t e d  s l u d g e  a n d  d i s p o s a l  o f  s l u d g e  ( n i g h t  d e l i v e r y  
№ 2 :  c o n v e r s i o n  o f  s l u d g e  t o  r a w  c e m e n t  m a t e r i a l s )  1  s e t  ( P l a n n e d  a n n u a l  
q u a n t i t y :  2 , 4 0 0  t o n s )  

⑵   T i m e - l i m i t  o f  t e n d e r  ( b y  h a n d ) :  1 0 : 0 0  a . m . ,  1 4  J a n u a r y  2 0 2 5  
⑶   T i m e - l i m i t  o f  t e n d e r  ( b y  m a i l ) :  5 : 0 0  p . m . ,  1 0  J a n u a r y  2 0 2 5  
⑷   C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  G e n e r a l  A f f a i r s  D i v i s i o n ,  K e n - p o k u  V a l l e y  

S e w e r a g e  S y s t e m  F a c i l i t i e s  C o n s t r u c t i o n  O f f i c e ,  F u k u s h i m a  P r e f e c t u r a l  
G o v e r n m e n t ,  4 3  I p p o n m a t s u ,  K a m a t a ,  F u k u s h i m a  C i t y ,  F u k u s h i m a  9 6 0 - 0 1 0 2  
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Ja pan  TEL  024 - 554 - 2 011  
                                                                （ 総   務   課 ）
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